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大阪・関西万博におけるデータ利活用の実践 

～TRUST5 原則と VPIA手法で実現するデータガバナンス～ 
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概要：大阪・関西万博では、「People’s Living Lab（未来社会の実験場）」のコンセプトのもと、Society5.0 としてデータ
駆動型社会の実現を目指している。世界中から多くの人々が集まる万博では、来場者の体験や会場運営を通じて、予

約・人流・交通・エネルギーなど多くのデータが発生する。それらのデータ活用にあたって、人々のプライバシーや
安全に配慮するためのルールを設け、データ連携基盤を介した事業者間でのデータ連携を促進し、人間を中心とした
よりよい来場者サービスや万博運営の高度化に取り組んできた。本稿では、データの利用と保護の両立に向けて制定

したデータ利活用の 5 原則「TRUST」や代表的な施策である VPIA（Value and Privacy Impact Assessment：サービスの
価値やプライバシーへの配慮などに関するアセスメント）の取り組みについて報告する。 
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1. 序論(はじめに)  

2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）は、2030 年ま

でに達成を目指す SDGs（持続可能な開発目標）の取り組み

を加速するプラットフォームとして位置づけられ、その

Key として、Society5.0（サイバー空間とフィジカル空間を

高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題

の解決を両立する、人間中心の社会）の実現を目指し、IoT、

AI、ビッグデータといった先端技術の活用を推進している。

その Society5.0 実現にあたっては、データの利活用が重要

なファクターであることは言うまでもないが、内閣府は、

科学技術・イノベーション政策において、信頼性のあるデ

ータ流通環境の整備、セキュリティやプライバシーの確保、

公正なルールの整備を進めることを明記している。 

また、大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイ

ン」をテーマに、「People’s Living Lab（未来社会の実験場）」

というコンセプトのもと、158 の国と 7 の国際機関をはじ

め、企業や NGO/NPO 等といった、多種多様な参加者がそ

れぞれの技術や文化を持ち込み、アイデアを交換し、未来

社会を体験・共創する場としての役割を持つ。このような、

多様かつ多元的な価値観が一同に集まる環境下において

Society5.0 を推進するにあたってのルールの整備やプライ

バシーの確保といった点では、従来の個人情報に関する法

律を遵守することや既存の PIA（Privacy Impact Assessment）

を実施するだけでは、信頼あるデータ流通環境の構築には

不十分であると考えられる。 

本稿では、多種多様な文化・技術が集まる大阪・関西万

博において、来場者サービスや万博運営の高度化を目的に、

価値あるデータ利用の加速と、人々のプライバシーの保護
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の両立を目指し、データの利用と保護の両立に向けて制定

したデータ利活用の 5 原則「TRUST」や信頼あるデータ流

通を実現するために推進した VPIA（Value and Privacy 

Impact Assessment）手法という新たな取り組みについて報

告する。 

2. 信頼あるデータ流通の要件 

2.1 国内外での取り組み 

日本国内における Society5.0 実現に向けた取り組みとし

て、スマートシティ/スーパーシティに関して多くの取り組

みが報告されている。 

大阪・関西万博が行われる夢洲エリアも包含する大阪

府・大阪市のスーパーシティの取り組みでは、データ連携

基盤のガバナンスのため、PIA を導入しており、個人情報

等の収集を伴う事業の開始や、変更の際には、プライバシ

ー等の個人の権利利益の侵害リスクを低減・回避するため

に、事前に影響評価を行うリスク管理手法をとり、法令遵

守に加えて、倫理的側面や社会受容性への影響を評価し、

有識者からなるガバナンスボードによるマルチレビュー方

式でのリスク低減の取り組みが報告されている。[1][2]この

ほか、つくば市では、プライバシー保護、データセキュリ

ティ等に詳しい有識者に加え、実際の評価結果の受け手と

なる市民が参加し、PIA 制度の設計に関わり、PIA 制度を

市の責任のもと、CPO（最高プライバシー責任者）を配置

し、PIA 実施結果の公表までを制度化する取り組みが進め

られている[3]。 

国内においては信頼あるデータ流通の実現に向けた自

主的な取り組みとして PIA の活用が進められている状況で

あるが、国外に目を向けてみると、さらに踏み込んだ対応
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を行っている事例もある。例えば、EU の GDPR（一般デー

タ保護規則）では、データ処理に関連する様々な権利を保

護（第 12 条〜第 22 条）し、域外適用（第 3 条）、情報自己

決定権（第 5 条）、忘れられる権利（第 17 条）、データポー

タビリティ（第 20 条）などの保障し、特にリスクが高い場

合には事前にデータ保護影響評価（DPIA）の実施を義務付

けする（第 35 条）など厳格な制度が設けられている。他方、

中国の PIPL（中華人民共和国個人情報保護法）は国家の安

全保障との調和を重視し、アクセス権（第 45 条）、訂正権

（第 46 条）、削除権（第 47 条）などを保証している。特徴

として、企業はデータの越境移転に対して、国家による監

督を受ける。（第 38 条、第 40 条）違反時には最大で売上の

5％に相当する罰金が科されるほどであり（第 66 条）、国家

による統制が厳しく行われている。一方、アメリカでは連

邦法ではなく州法を中心とした分権型モデルが採用されて

おり、代表例としてカリフォルニア州の CPRA（2020 年カ

リフォルニア州プライバシー権法）が挙げられる。CPRA は、

米国における最も包括的な州レベルの消費者プライバシー

法である。消費者に対して、アクセス権（第 1798 条 100 項、

第 1798 条 110 項、第 1798 条 115 項）、訂正権（第 1798 条

106 項）、削除権（第 1798 条 105 項）、データの販売・共有

の拒否権（第 1798 条 120 項）、機微な個人情報の利用制限

権（第 1798 条 121 項）を保障している。企業は、収集した

個人情報を必要かつ比例的な範囲で利用することが求めら

れる。同法は通知と同意を基本とする規制モデルを採用し、

消費者が自己情報の利用方法をコントロールできるよう設

計されている。 

このように、信頼あるデータ流通といっても画一的な手

法が存在するわけではなく、その時々の時勢や文化などそ

れぞれの背景にそった配慮が必要になることが容易にうか

がえるだろう。 

 

2.2 大阪・関西万博における課題 

序章に示したように、多種多様な文化や技術が集まる本

万博においては、データの利活用に関する価値観や社会受

容性についても多様化・多元化することが想定される。「何

をプライバシーと考えるか」、「何をやって良いか悪いか」

といった倫理観は国や地域によって異なり、そのことが各

国で定められたルールにも反映されている。例えば、GDPR

では 16 歳以下は親の同意を必要としている（第 8 条 1 項）

のに対し、CPRA では 13 歳以下とされており、13 歳以上

には本人の同意が必要とされている。（第 1798 条 120 項）

また、日本においても若者と高齢者ではプライバシーに関

する価値観は異なる。筆者らがデータ利活用の取り組みを

実践するに当たって実施した市民向けのワークショップに

おいて、個人情報の利活用について意見を求めたところ、

 
1 データ利活用有識者会議 

 

デジタルネイティブである若者はアプリや Web サービス

への登録・活用が積極的であるのに対し、高齢の参加者か

らは心理的に抵抗があるとの意見が得られた。一方で、高

齢の参加者はタウンページ等の電話帳への氏名、住所等の

提供には抵抗がなく、若者はこの点で逆であった。 

このように、プライバシーに対する価値観は多様である

ため、法律や専門家による一律的な価値判断のもとデータ

活用の承認が行われるようなプロセスは馴染まず、従来の

プライバシー保護等の取り組みの上に、一人ひとりの価値

判断に重きを置き、共助・互助的な価値の創出、価値の多

様性の尊重といった観点に配慮した設計を施していく必要

があると考えた。 

また、その制度設計を模索する上では、法律を遵守する

だけにとどまらず、かといって、不安定な世論に振り回さ

れることなく、羅針盤となる「倫理的観点」に基づき、「技

術的にできること」と「社会的にやってよいこと」の間の

線引きを行うというスタンスをとるべきあると考えた。そ

のような考えのもとで、世代や性別、国籍など多様な人々

の多様かつ多元的な価値観を持つ一人ひとりが主体的にデ

ータ利活用を選択できるように、わかりやすく情報公開す

る必要性があると考えた。 

以上の課題感のもと、大阪・関西万博では、「データ利活

用有識者会議」1を設置し、本万博が果たす役割の言語化を

進めるとともにデータの利用と保護の両立を図るためのル

ールの整備の具体化を進めた。 

 

3．2025 大阪・関西万博でのチャレンジ 

3.1 データ利活用の取り組み 

大阪・関西万博は、データ利活用に関する取り組みにつ

いて、万博全体のサブテーマ Connecting Lives のもと、多様

な参加者の判断のよりどころとして、Vision/Mission/Value

を定義することとした。 

 

 

図 1 万博データ利活用における Vision/Mission/Value 

 

まず、ありたい姿・中長期的に実現したい未来として

Vision を「インクルーシブ＆サステナブルな共鳴社会の実
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現」とした。データの保護と利用を両立することで価値共

創を推進し、一人ひとりが輝き、多様性が共鳴する持続可

能な社会を実現することをありたい姿とする。 

次に、本万博の存在意義・果たすべき役割として Mission

を「信頼できるデータ利活用を通じた価値共創の場の提供」

とした。世界の人や情報をつなげることで、くらし・ビジ

ネス・社会全体がより豊かになる未来の社会を提示し、そ

れを実現する場を提供することを目指して活動を行う。 

最後に、これらを実現するために皆が共有する価値観

（共通の姿勢や価値基準）として Value を「透明性／安全

性／主体性／多様性／共創性」とした。誰もが安心できる

データ利活用のルールと個人の意思を反映する仕組みを整

備することで、多様かつ多元的な価値の共有と新たな価値

創造を促進する。この 5 つの価値基準を重要視していくこ

とは、個人が自己情報の取り扱いについて自律的・主体的

に決定することができるという前提に立った際に、複雑な

UI 等で形式的な情報提示にとどまることで利用者自身に

よる自律的な判断を妨害してしまう要因を排除することに

寄与し、主体的な判断を補助する施策となる。この 5 つの

価値基準をより具体的に担保していくにあたってデータ利

活用における 5 つの原則を制定し、データ利活用における

具体的な行動指針に落とし込んでいった。これが後述する

「TRUST5 原則」や「データ利活用ガイドライン」となる。 

 

3.1.1 データ利活用の全体 

ここで各論に入る前に、大阪・関西万博で取り組んだデ

ータ利活用の全体像について説明する。本万博におけるデ

ータ利活用は、サービスを提供する事業者の中で希望する

事業者のみが参加し、データ利活用参加者としてデータ利

活用ガイドライン（博覧会協会が定めたルール）に従って

必要な対応を実施した上で、データ連携基盤に接続する。

本万博の参加体験を通して発生する様々なデータを事業者

間で連携することで共創を促進し、来場者サービスの向上

やより良い会場運営へ活用した。また、個人情報のデータ

利活用は万博 ID という統一的な ID を軸として展開され、

来場者は共通の ID で様々なサービスを体験することがで

きる。なお、個人情報/個人関連情報を第三者提供する場合

は、後述の検討から本人が同意した場合に限りデータ連携

される仕組みとした。 

 

 

図 2 大阪・関西万博におけるデータ利活用のイメージ 

 

3.1.2 TRUST 構想の構築とガイドラインの策定 

 大阪・関西万博でのデータ利活用は、多様かつ多元的な

価値の共有と新たな価値創造が期待される。この価値を実

現するためには、誰もが安心できるデータ利活用のルール

と、個人の意思を反映する新たな仕組みを整備することが

不可欠である。 

 博覧会協会ではこの理念を具体化するため、データ利活

用の５原則「TRUST」を定め、万博内での統一的なルール

としてデータ利活用ガイドラインを制定した。 

TRUST5 原則 

・Transparency & Privacy 

ユーザのプライバシーに対する影響を明らかにし、データ

の取扱いに関する透明性の追求 

・Resilience & Security 

共通のセキュリティ基準・ルールに則ったデータの管理・

運用と責任ある体制構築 

・User Controllability & Accountability 

データ連携に対する分かりやすく実効的な説明とユーザの

意思の反映 

・Sustainability, Equity, Inclusivity 

多様かつ多元的な価値を認識し、公平で将来的な価値を見

据えたデータ利活用の追求 

・Together for Co-Creation 

データの相互利用による共創を通じた新たな価値の社会へ

の還元 

 

① Transparency & Privacy 

 大阪・関西万博に来場する人々がデータ利活用された先

端的サービスを安心して利用できるよう、データの収集か

ら廃棄に至るまでのデータライフサイクル全体を通してど

のようなプライバシーリスクがあるのか等、不当な差別や

偏見の防止を含めプライバシーに関する透明性を高めるこ

とが重要である。 

この点を実現するためには、データ利活用に参加するサ

ービス事業者にどのようなデータをどのような目的でどの

ように扱うのか、またどのようなプライバシーリスクが想
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定されどのように対応するのかを自己評価をしてもらい、

第三者の評価を経ることでサービスのブラッシュアップを

図った。また、その評価結果をユーザに公開することで透

明性とプライバシーへの配慮を担保することとした。 

 

② Resilience & Security 

情報セキュリティ確保の重要性について共通の認識を

持ち、情報セキュリティガイドラインに則ったセキュリテ

ィ対策と、データ利活用に伴う責任ある体制を構築し、デ

ータの適切な管理・運用を推進することが重要である。 

本原則の担保のために、大阪・関西万博は、サイバーセ

キュリティ対策会議を設置するとともに、内閣サイバーセ

キュリティ対策会議との連携のうえ、情報セキュリティガ

イドラインを制定し、データ利活用に参加するサービス事

業者が共通のセキュリティ基準でサービス運用できるよう

必要なツールを準備し運用体制を構築した。 

 

③ User Controllability & Accountability 

 データ利活用には個人の意思が反映され、ユーザに対し

て分かりやすく実効的な説明が果たされ、信頼あるデータ

流通を確保することが重要である。 

この点を実現するためには、個人が主体的な意思で自身

のデータ共有可否を選択でき、個人の選択に基づいた同意

の変更等の管理を確実に行える仕組みとなるように、デー

タ連携設定を行うタイミングにおいて対象となるデータを

明示するとともに、後述するアセスメント結果を必要に応

じて確認し自律的な判断の一助となるよう設計した。また、

その設定については、データ連携基盤にて一元的に管理で

きるようにし自主的なデータ連携の設定、解除を行えるよ

うなインターフェースを整えた。 

 

④ Sustainability, Equity, Inclusivity 

 大阪・関西万博は世界各国からリアル・バーチャル含め

多くの方の参加するため、多様かつ多元的な価値観を認識

し、公平かつ中長期的な視座で人々にとって価値あるデー

タ利活用が推進されるべきである。その中で、データを活

用しないリスクにも目を向けた上で、ユーザ個人に対する

バリューや社会に対するバリューを明らかにし、ユーザ目

線で価値評価できる仕組みの構築が必要である。 

 この点を実現するためには、市中の PIA 手法に加え、デ

ータ利活用によるバリューにも射程を広げ、提供するサー

ビスが利用者個人に与える価値のほかデータが利活用され

る結果、万博全体に与える価値についてもアセスメント対

象とした。その際、前述の通り、バリューの捉え方は多様

であり、文化、宗教、歴史、環境、個々の経験等、個人や

属する組織によって異なる。そのため、それぞれの価値観

に応じた多角的な評価ができる仕組みの構築として、より

ユーザに近い視点で評価できるような第三者で構成される

コミュニティを形成しそれぞれの視点でアセスメント結果

を評価した。 

 

⑤ Together for Co-Creation 

大阪・関西万博で取得・発生した情報を相互に提供・活

用することで新たな価値を共創、生まれた新しい価値を社

会に還元することが重要である。 

この点を実現するために、本万博で提供されるサービス

を通じて得ることができる来場者等に係るデータや環境デ

ータについては、オープンデータ化し、データ連携基盤を

通じて流通するよう努め、流通されるデータをカタログ化

することで、参加者同士の共創を推進した。 

 5 原則「TRUST」と実施施策との関係をまとめたものが

以下の図 3 となり、実行手順として取りまとめたものが「デ

ータ利活用ガイドライン」（図 4）となる。 

 

 

図 3  5 原則「TRUST」と実施施策との関係 

 

 

図 4 データ利活用ガイドラインの全体像 

 

手順１： 

 サービス事業者は、大阪・関西万博でサービス（システ

ム）を提供するにあたり、データカタログに掲載されたデ

ータを参考にサービスの利便性向上を検討しデータ利活用

するかしないかの判断を行う。 
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手順２： 

 活用するデータを決定したのちは、提供するサービスに

対してアセスメントを実施する。本アセスメントについて

は特に本万博では特徴的な施策であり、詳細については後

述したい。 

 

手順３： 

 アセスメント完了後、データ連携基盤への技術的接続を

行う。この際、個人に関わらないデータについてはこのタ

イミングでデータ流通が開始されるが、個人に関わるデー

タに関しては、当該サービスを利用する利用者自身のデー

タ連携設定のもとデータ流通が開始される。この際、その

判断の材料として、アセスメント結果を確認する利用者動

線が構築されている。データ連携設定の利用者動線のイメ

ージを図 5 に示す。 

 

 

図 5 データ連携設定の利用者動線 

 

手順４： 

 サービス運営にあたっては、情報セキュリティガイドラ

インに則った対策と運用を継続する。万が一のことが発生

した場合は、速やかに予め決定した責任者との情報連携が

なされその後の対応を行う。 

 

手順５： 

 サービス提供を行うことで、新たに発生するデータが存

在する。このようなデータを可能な限りデータカタログへ

登録することで、他の参加者がデータ活用できる機会を提

供し、共創の精神で本万博のサービスや運営高度化を図る。 

 

以上が、本万博でのデータ利活用の取り組みの全体像とな

る。以降では、その中でもデータの利用と保護の両立を図

るうえで、特に中心的な役割を果たす独自なアセスメント

の取り組み、VPIA（Value and Privacy Impact Assessment）に

ついて解説する。 

 

3.2.1 VPIA 手法の構築 

 VPIA 手法の構築を進めるにあたり、前述で述べてきた

重要観点を改めて整理する。 

 

重要観点 

 ・ユーザの多様かつ多元的な価値観を鑑み、プライバシ

ーリスク等の保護の観点だけではなく、その価値にも

目を向け、プライバシー影響のみならず価値に対する

透明性も高めること 

 ・多様かつ多元的な価値観の存在を担保するため、専門

家によるアセスメントではなく、ユーザの観点で第三

者評価を行うこと、また、その評価結果については、

サービス承認としての扱いではなく、あくまでもユー

ザの自主的・自律的な判断の補助となる評価とするこ

と 

 ・ユーザへの形式的な情報提供ではなく、ユーザが自主

的・自律的に判断できる状態（インフォームドな状態）

を創ったうえでデータ連携設定を行えるようにする

こと 

 

以上を踏まえ、万博固有のプライバシー影響評価を検討

し、VPIA という名称で体系化した。データ利活用によるサ

ービスの価値は何なのか、プライバシーへどのような影響

があるか、どう配慮しているかを明らかにする「リスクコ

ミュニケーションツール」として制定した。なお、VPIA は、

PIA（Privacy Impact Assessment)にサービスの価値(Value）を

評価の観点として追加したものである。 

 

表 1 VPIA の流れ 

No. 項目 

1 スクリーニング 

2 VPIA 報告書の作成 

3 開催者（博覧会協会）の一次チェック 

4 VPIA コミュニティ委員による第三者評価 

5 フィードバック及び改善 

6 サービスリリース及び報告書サマリの公開 

 

図 6 VPIA 全体フロー 

 

① スクリーニング 

 VPIA の評価対象は、万博で取得したデータを第三者間
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で授受するサービスであることに加えて、ユーザの個人情

報と紐づく万博 ID を連携して個人情報を利用するサービ

スと定めた。また、万博 ID を利用しない環境データの流通

に閉じる場合でも、結果として特定個人に影響を与える可

能性があるサービスはスクリーニングを実施し（表 02 参

照）、該当する場合は VPIA の全部実施を行うこととした。

また、他のデータ利活用参加者からのデータ取得が無く、

自身以外のデータ利活用参加者へデータ提供のみ行う場合

は、VPIA コミュニティによる評価の対象外とした。 

 

図 7 スクリーニングフロー 

 

表 2 スクリーニングチェック項目（一部抜粋） 

No. 項目 

1 データ侵害が発生した場合に身体的危害または心理的苦痛の

リスクが発生する可能性のある個人情報を処理する。 

2 新しい技術を使用するか、既存の技術を斬新に活用する。 

例:物理的なアクセス管理を強化するために指紋と顔認証を組

み合わせて利用する 

3 個人情報が、例えば異なる目的や異なるデータ管理者による 2

つ以上のデータ処理操作に由来するもので、個人を特定する可

能性がある。 

※ロンドン地下鉄 PIA・DPIA ガイドライン[4]をベースに作成 

 

② VPIA 報告書の作成 

 VPIA 報告書は、データ利活用に参加するサービス事業

者が VPIA を実施し、自己評価を行うためのツールとして

活用した。また、VPIA の評価軸を一定にするため、VPIA

報告書は統一的なフォーマットを新たに作成した。VPIA 報

告書のフォーマットは、欧州 DPIA の取り組みを参考に案

を作成し、下記にある STEP1～STEP4 の構成とした。 

 

STEP1：バリューの明示 

STEP2：リスク抽出のステップ 

STEP3：リスク対策のステップ 

STEP4：その他確認事項 

 

 
1 VPIA コミュニティ 

https://www.expo2025.or.jp/expo-archive/comm-data-utilisation/ 

 

図 8 VPIA 報告書フォーマットの構成 

 

③ 開催者（博覧会協会）の一次チェック 

 サービス提供事業者が作成・提出した VPIA 報告書は、

開催者が一次チェックを実施した。一次チェックは、主に

開催者が評価に必要な内容を記載しているか、VPIA コミ

ュニティが評価できる内容となっているかを確認した。 

 

④ VPIA コミュニティ委員による第三者評価 

VPIA コミュニティ1は、ユーザ視点による第三者評価を

通じて、データ利活用に参加するサービス事業者が提供す

る万博の各サービスのリスク低減と価値向上を後押しする

ことを目的として設置した。VPIA コミュニティメンバー

がユーザに代わって、「プライバシーに対する配慮」や「サ

ービスの価値」などをユーザ視点で VPIA 報告書を確認・

評価する活動を実施した。 

 

・VPIA コミュニティメンバーの構成 

 VPIA コミュニティメンバーは、ユーザの価値観の多様

性を鑑み、①利用者、②ELSI（倫理的・法的・社会的課題）、

③若者、④国際、⑤データ連携、の観点で評価できるよう

計 5 名で構成した。 

図 9 VPIA コミュニティのメンバー構成 

 

・VPIA コミュニティの評価形式 

 VPIA の評価方式として、サービス事業者が表明してい

る「バリュー」、「データの取扱い」、「リスク対策」につい

て、ユーザ視点で理解・納得できるのかという観点で評価

する形式とした。また、VPIA 報告書の内容の理解しやすさ

を「十分理解できる」、「概ね理解できる」、「理解できない

https://www.expo2025.or.jp/expo-archive/comm-data-utilisation/
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ところが一部ある」の三段階で評価した。 

 これは、VPIA コミュニティは一般ユーザ代表という立

場であり、専門家が実施した権威と紐づける評価としない

ための配慮として実施した。 

 

⑤ フィードバック及び改善 

VPIA コミュニティによる評価結果は、多様性を重視し、

VPIA コミュニティとして 1 つの評価結果として公表せず

に、VPIA コミュニティ委員の 5 名それぞれが個別評価し

た結果をフィードバックした。サービス事業者は評価内容

を受けて VPIA 報告書の改善可否を検討し、サービス事業

者が改善すると判断した場合は、VPIA 報告書の再評価を

行った。 

 

⑥ サービスリリース及び報告書サマリの公開 

 データ利活用に参加するサービス事業者がサービスリリ

ースすると同時に、VPIA 報告書のサマリを博覧会協会が

運営するデータ利活用コミュニケーションサイトで、一般

ユーザの目にも触れる形で公開した。また、コミュニケー

ションサイトには、一般ユーザがサイトに関する意見・コ

メントを任意で投稿できるコメント欄を設置した。 

また、ユーザは VPIA 実施対象のサービスを利用する際

に、データ連携の同意設定を行うが、同意管理画面にはコ

ミュニケーションサイトへ遷移するリンクを用意し、デー

タ連携設定の同意の可否を選択するための参考資料として

活用できる動線を構築した。 

コミュニケーションサイトの掲載内容は、以下の通り。 

 

表 3 コミュニケーションサイトの構成 

No. 項目 

1 ホーム 

→トップページ 

2 データ利活用について 

→大阪・関西万博のデータ利活用の取組を、動

画を交えて説明 

3 VPIA について 

→VPIA の取組を、動画を交えて説明 

4 VPIA 実施済みサービス一覧 

→VPIA を実施したサービスの評価結果について

掲載 

5 お知らせ 

→その他サイトからのお知らせを掲載 

 

3.2.2 万博における実践 

データ利活用に参加する各サービス事業者は策定した

フローに基づくスクリーニングを実施し、実施が必要と判

断された場合は、VPIA 報告書を提出した。さらに、全部実

施と判断した場合は、VPIA コミュニティによる第三者評

価を実施した。スクリーニング結果のサマリを表 4 に示す。

また、VPIA 実施対象のサービスおよび概要を表 5 に示す。 

 

表 4 スクリーニング結果サマリ 

分類 データ利活用参加者数 

VPIA 実施対象（全部実施） 8 

VPIA 実施対象（一部実施） 2 

 

表 5 VPIA 実施サービス一覧 

サービス名 サービス概要 利用する

個人情報 

Expo 2025 Official 

Experiential Travel 

Guides 

万博プラス全国観光

を推進するため、万

博来場予定者に地域

の観光情報や商品情

報を届けるサービス 

万 博 ID

登録情報 

EXPO2025 Personal 

Agent 

AI の分析をもとに、

その人におすすめの

モデルコースを提案

の提案やルート案内

をするサービス 

 

 

万 博 ID

登 録 情

報、チケ

ット情報 

EXPO 2025 バーチ

ャル万博～空飛ぶ夢

洲～ 

オンライン空間上に

3DCG で再現された

万博会場で遊べるサ

ービス 

万 博 ID

登録情報 

ミャクミャクリワー

ドプログラム 

万博での体験で得ら

れる経験値によっ

て、特典を獲得でき

るプログラム 

チケット

情報 

ミャクーン！（デジ

タルスタンプラリ

ー） 

NFT スタンプが獲得

できる、来場者向け

デジタルスタンプラ

リーのサービス 

バーチャ

ル万博訪

問履歴 

Better Co-Being アプ

リ 

Better Co-Being パビ

リオンでの体験をサ

ポートするアプリ 

万 博 ID

認証 

チケット顔認証シス

テム 

複数回入場パスの購

入者が、ゲート入場

時に必要な顔情報の

登録、認証を行うサ

ービス 

 

顔情報 

顔認証決済サービス 会場内の店舗におい

て顔認証を活用した

顔情報、

チケット
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決済ができるサービ

ス 

情報 

万博 ID 管理システ

ム 

※一部実施 

「万博 ID」を登録・

管理するためのシス

テム 

万 博 ID

登録情報 

EXPO2025 デジタル

チケットサイト 

※一部実施 

万博会場への来場日

時の予約、会場内の

パビリオンやイベン

トなどの観覧予約を

行い、QRコードで入

場・入館ができるサ

ービス 

万 博 ID

登 録 情

報、チケ

ット情報 

 

 データ利活用に参加する各サービス事業者は、第三者評

価の結果を受けて、必要に応じてサービス改善やリスク対

策の検討にあたった。改善結果は、VPIA コミュニティにも

共有され、それによって評価が向上した例もあった。最終

的な評価結果は博覧会協会が運営するデータ利活用コミュ

ニケーションサイトで公開され、ユーザが各サービス利用

時にデータ連携に同意するか否かを選択する際に参照され

た。 

 

4．得られた成果と課題 

4.1 全般的な成果 

万博のデータ利活用では、最終的に 30 を超えるサービ

ス事業者のシステムがデータ連携基盤に接続される大規模

なものとなり、本施策の目的である来場者サービスの向上

に大きく貢献した。また、AI やメタバース、NFT 等の先端

技術を活用したサービスもあり、利用の側面を推進するこ

とができたといえる。そして、最終的に延べ約 280 万ユー

ザがデータ連携の同意設定しデータ連携サービスを活用し

ながらも、特筆すべきインシデントの発生なくサービスを

提供し続けることができたことは、データの利用と保護の

両立を掲げて取り組んだ本施策の最大の成果と考えている。  

 

4.2 課題と提言 

ユーザ、サービス事業者、評価者の観点で課題と提言を述

べる。 

① ユーザ観点 

 ユーザからは VPIA 評価に対して、「システムの概要やリ

スクがよくわかり安心して利用できた」、「近い年代の人の

意見が参考になった」等、好意的な反応が得られた。この

ことから、当初掲げていた通り、ユーザが VPIA 評価の結

果を参照して主体的に同意を選択する方式については、一

定の理解が得られたと考えらえる。 

 他方、「説明が長くて読めない」、「もう少し簡単にしてほ

しい」等、ネガティブな反応も得られた。公開した報告書

が文章ベースで網羅的に項目を記載したものとなっていた

ことが原因と考えられる。報告書を数枚のイラストや動画

で表現することや、スクロールを少なくするような UI の

工夫等で改善することが考えられる。 

 

② サービス事業者観点 

 個人情報のデータ連携そのものについて、ユーザからク

レームが挙がることや、トラブルの発生はなかった。VPIA

を実施したことによって、サービス事業者としてプライバ

シーリスク対策の意識向上や改善を図ったことが少なから

ず影響していると考えられる。 

 他方、VPIA の実施はサービス事業者にとっては少なく

ない負担がかかるため、負担軽減を検討する余地はあると

考える。例えば、あるサービス事業者は、初回のユーザ登

録時に万博 ID 登録情報を参照してユーザ情報の入力を省

略するために利用するものもあったが、このような利用方

法はリスクが低いと考えられる。今回の万博では個人情報

を第三者から取得する場合は漏れなく VPIA 全部実施とし

たが、データの利用方法によっては一部実施にとどめる等、

サービス事業者の負担への配慮も検討していくべきだと考

える。 

 

③ 評価者観点 

 VPIA コミュニティについて、多様性を考慮したメンバ

ー構成としたことで様々な観点の評価がなされ、それがユ

ーザの参考になったことは当初の狙い通りであった。 

 ただし、今回新たな試みとなったバリューの評価は難し

く、まだまだ改善の余地があり、今後も議論が必要である。 

 難しいことの 1 つとして、社会へのバリューは個人への

バリューに比べて抽象的であり、一個人として評価が難し

いということがある。また、社会への影響は認知されにく

いという側面もある。例えば、今回の万博は会場への入場

が完全予約制かつ QR コードでの入場であったため何時に

何人来場したかを把握することができ、そのデータを分析

することでトワイライトキャンペーンや花火企画を打ち出

すといった、データから生まれる価値があったが、サービ

スリリース前の時点でここまでのバリューを想像すること

は難しい。 

 また、バリューの変動要因も考慮しなければならないこ

とも評価が難しい一因である。例えば、今回の万博で提供

されたサービスの中には、ユーザ数が増加するに伴ってバ

リューが小さくなってしまうものがあったが、事前の評価

でその点を考慮することができなかった。バリューを享受

するユーザ数等、バリューの大きさの影響因子を VPIA 報

告書の項目に含めることや、定期的な評価見直し等が必要

と考える。 
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5．おわりに 

本稿では、大阪・関西万博におけるデータ利活用の取り

組みを推進するにあたり、ユーザの多種多様な価値観と個

人情報やプライバシーの保護の両立の観点から構築した、

データ利活用にあたってのポリシーと、VPIA の実施体制・

手順、および、その運営結果について説明した。 

大阪・関西万博では総来場者数 2900 万人を超えるなか、

延べ約 280 万ユーザに関わるデータ連携を実現することで

来場者の利便性向上や万博運営の高度化を行ってきた。複

数の事業者が連携しながら、先端的な技術を活用したシス

テムを、半年間にわたって運用する中で、特筆すべきトラ

ブルなく来場者サービスを提供し続けられたことは本取組

みの最大の成果であると考えている。 

一方、課題と提言にて論じたように、ユーザにおける価

値観への配慮や、説明方法などユーザ体験設計については

改善の余地がある。また、中長期的なサービス展開を見据

えた場合は、運営負荷の低減を図りながらも、定期的な再

評価ができるような仕組みなども検討していく必要がある。 

本万博で実践した施策のノウハウや成果は、大阪・関西

万博のレガシーとして、今後のスマートシティ/スーパーシ

ティの取り組みを初め、グローバルに事業を展開する企業

等のサービス展開に承継していきたい。 

 

謝辞 本取組みを進めるにあたって、大阪・関西万博デ

ータ利活用有識者会議メンバーの宮田裕章座長1、高柳大輔
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訂正報告 

IPSJ SIG Technical Report の正誤表掲載事項を本文へ反映し

ました。 
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